
 

   玉城町空家リフォーム事業補助金交付要綱  

 

 （目的） 

第１条  この要綱は、町内に所在する空家の有効利用を図るとともに、移住を

促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、空家の改修等（以

下「リフォーム」という。）に対し、予算の範囲内において、その経費の一

部を補助するものとし、その交付に関しては、玉城町補助金等交付規則（昭

和４３年玉城町規則第５号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところ

による。  

 （定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。  

 (1)空家  個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していない

（近く居住しなくなる予定のものを含む。）町内に存在する家屋をいう。  

 (2)空家利用者  ５年以上暮らす見込みで空家を購入若しくは賃貸又は無償で

使用する者をいう。  

 (3)空家所有者等  当該空家に係る所有権又は、賃貸借を行うことができる権

利を有する者をいう。  

 （交付対象者）  

第３条  補助金の交付対象者は、空家利用者又は空家所有者等とし、次の各号

のすべての要件を満たす者とする。  

 (1)当該空家に係る売買又は貸借の契約の締結後６箇月を経過しない者である

こと。  

 (2)３年以上町外に居住している者で、この要綱の施行の日以後に玉城町に転

入届を提出する者であること。  

 (3)所有者の３親等内の親族でないこと。  

 (4)申請時において、申請者又は同一世帯員が、納期の到来した租税公課等（以

下「町税等」という。）を滞納していない者であること。  

 (5)交付を受けようとするリフォームについて、町の他の制度による補助や国、



県の補助を受けていない者でないこと。  

 (6)玉城町暴力団排除条例（平成２３年玉城町条例第１号）に規定する暴力団

若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のない者であること。  

２ この要綱により補助金の交付を受けることができるのは、同一申請者及び

同一物件に対して１回を限度とする。  

 （補助対象経費）  

第４条  この要綱による補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれ

の要件にも該当する空家の改修とする。  

 (1)町内の建築業者（個人事業主含む。）が改修工事の主たる施工業者（元請

業者）であること。  

 (2)空家の居住の用に供する部分（店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。）

に関し、機能向上のための修繕工事及び設備改善のための改修工事であるこ

と。 

 (3)補助金の交付決定後に補助対象工事に着工するものであること。  

 (4)補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに

実績報告書の提出ができること。  

 （補助金の額）  

第５条  この要綱による補助金の額は、１５０万円を上限とする。なお、１，

０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。  

 （交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、玉

城町空家リフォーム事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添

えて町長に提出しなければならない。  

 （交付決定）  

第７条  町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査

し、補助金の交付の可否を決定し、玉城町空家リフォーム事業補助金交付決

定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。  

 （変更承認申請）  

第８条  補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、補

助事業の内容その他申請に係る事業の変更又は事業の中止をする場合は、玉



城町空家リフォーム事業補助金変更（中止）承認申請書（様式第３号）を町

長に提出しなければならない。ただし、工事の設計変更等により生じた補助

対象経費の３０％以内の増減額にあっては、この限りでない。  

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付額の増額を伴う変更承認申請をす

ることができないものとする。  

３ 町長は、第１項の変更（中止）承認申請書の提出により、申請書の内容を

変更すべきものと決定した場合は、玉城町空家リフォーム事業補助金変更交

付決定通知書（様式第４号）により補助対象者に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第９条  補助対象者は、事業が完了したときは、玉城町空家リフォーム事業補

助金実績報告書（様式第５号）に必要な書類を添えてリフォーム工事完了後

２０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い時期までに町長に提出

しなければならない。  

 （確定通知）  

第１０条  町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その報告

に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、玉城町空家リフォーム事業補助金確定通知書（様式第６号）

により補助対象者へ通知するものとする。  

 （補助金の請求）  

第１１条  前条の規定により確定通知を受けた補助対象者は、玉城町空家リフ

ォーム事業補助金請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。  

２ 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助対象者に補助金

を交付するものとする。  

 （返還命令等）  

第１２条  町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取

り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることが

できる。  

 (1)この要綱に違反したとき  

 (2)前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき  



 （その他）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

    

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係）  

 

 

玉城町空家リフォーム事業補助金交付申請書  

 

年  月  日 

  玉城町長          宛 

 

               申請者  住  所 

                   氏  名           ○印 

                   連絡先  （   ）   －  

 

 玉城町空家リフォーム事業補助金の交付を受けたいので、玉城町空家リフォ

ーム事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。  

 なお、この空家の売買（賃貸）契約については、３親等内の親族間によるも

のでないことを誓約します。  

 

記  

 

１ 交付申請額               円 

 

２ 算出根拠  

総工事費  
補 助 対 象 経 費

（a） 
補助率（b） 

交付申請額  

（a）×（b） 

円 円  

 

円 

（ 上 限 ● ● 万

円）  

 

３ 添付書類  

 （１）事業計画書（別紙様式）  

 （２）見積書の写し（改修工事内容及び積算内容を確認できるもの）  

 （３）補助対象工事を施工する箇所の現況写真及び図面  

 （４）売買（賃貸）契約書の写し  

 （５）空家所有者の改修承諾書（賃貸家屋の場合のみ）  

 （６）申請者世帯の町税等の完納証明書（別紙に同意した場合は不要）  

 （７）その他町長が必要と認める書類  

 



（別紙様式）  

（１）事業計画書  

空家の所在地   玉城町 

売買（賃貸）契

約の締結日  
    年   月   日 

申請者の区分  空家所有者等  ・  空家利用者（賃貸者）  

改修等の内容   

施工業者  

名称及び  

代表者氏名  
 

住所  

電話番号   

見積金額  円 
工期  

（予定）  

  年  月  日から  

  年  月  日まで  

上記工事に係る

町の他の制度の

補助又は国、県

等の補助  

有の場合  

 補助金等の名称                    

 

 申請先                       

 

※町の他の制度又は国、県等における住宅の改修等に対する補助金等対象工事

に重複する部分がある場合は、重複部分は対象外となります。  

※補助金の交付申請は、補助対象工事着工前に手続をしてください。工事着工

後の申請は補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。  

※補助金交付申請後の増額変更はできませんので、申請前に十分検討してくだ

さい。  

※公簿閲覧に同意すると申請者世帯員が定住促進課職員による町税等納税調査

の実施に同意したことになりますので、証明書類の提出は不要です。  

 

公募閲覧同意欄  

（○で囲んでください）  
 同意します   ・  同意しません  

 

 

 



様式第２号（第７条関係）  

 

玉城町空家リフォーム事業補助金交付決定通知書  

 

                        第     号 

                        年  月   日 

 

             様 

 

                玉城町長            印 

 

 

  年  月  日付で申請のあった玉城町空家リフォーム事業補助金につい

ては、次のとおり交付することに決定したので、玉城町空家リフォーム事業補

助金交付要綱第７条の規定により通知します。  

 

 

１ 交付金額    金           円 

２ 交付条件等  

（１）補助金対象者は、   年 月  日までに補助事業を完了しなければなら

ない。  

（２）承認事項等  

  ① 補助対象者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認

を受けなければならない。  

   ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。  

   イ 補助事業を中止しようとするとき。  

  ②  補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事

業の遂行が困難となった場合においては、その理由その他必要な事項を町

長に報告し、その指示を受けなければならない。  

３ 状況報告  

  補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し町長の要求があったときには、

直ちに町長に報告しなければならない。  

４ 実績報告  

  補助対象者は、補助金に係る事業完了後２０日以内又は当該年度の３月３

１日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。  



様式第３号（第８条関係）  

 

玉城町空家リフォーム事業補助金変更（中止）承認申請書  

 

                       年  月  日 

 

 玉城町長          宛  

 

               申請者  住  所 

                   氏  名            ○印 

                   連絡先  （   ）   －  

 

 

  年  月  日付   第  号で交付決定を受けた工事の内容を下記のと

おり変更（中止）したいので、玉城町空家リフォーム事業補助金交付要綱第８

条の規定により、承認を申請します。  

 

記  

 

１ 変更（中止）の理由  

 

 

２ 変更の内容  

<変更前> 

 

 

<変更後> 

 

 

３ 添付書類（変更内容が分かる書類）  

 

 

 

※ 補助金変更承認申請による補助金の増額変更はできません。  



様式第４号（第８条関係）  

 

玉城町空家リフォーム事業補助金変更交付決定通知書  

 

                        第     号 

                        年  月   日 

 

           様 

 

                 玉城町長         印 

 

 

  年  月  日付で変更申請のあった玉城町空家リフォーム事業補助金に

ついては、次のとおり交付することに決定したので、玉城町空家リフォーム事

業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。  

 

 

１ 交付金額    金           円 

 

２ 交付条件等  

（１）補助金対象者は、   年  月  日までに補助事業を完了しなければ

ならない。  

（２）承認事項等  

  ① 補助対象者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認

を受けなければならない。  

   ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。  

   イ 補助事業を中止しようとするとき。  

 ② 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業

の遂行が困難となった場合においては、その理由その他必要な事項を町長

に報告し、その指示を受けなければならない。  

３ 状況報告  

  補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し町長の要求があったときには、

直ちに町長に報告しなければならない。  

４ 実績報告  

  補助対象者は、補助金に係る事業完了後２０日以内又は当該年度の３月３

１日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。  



様式第５号（第９条関係）  

 

玉城町空家リフォーム事業補助金実績報告書  

 

                         年   月  日 

 

 玉城町長          宛  

 

               申請者  住  所 

                   氏  名           ○印 

                   連絡先  （   ）   －  

 

  年  月  日付   第  号で交付決定通知のあった玉城町空家リフォ

ーム事業を完了したので、玉城町空家リフォーム事業補助金交付要綱第９条の

規定により、関係書類を添えて報告します。  

 

記  

 

１ 補助対象事業費             円 

 

２ 補助金交付決定額             円 

 

３ 補助対象事業期間  

   着工年月日       年   月   日  

    完了年月日       年   月   日  

 

４ 添付書類  

 （１）請求明細書の写し（施工内容及び積算内容を確認できるもの）  

 （２）工事代金に係る領収書の写し  

 （３）完成写真  

 （４）その他町長が必要と認める書類  

 



様式第６号（第１０条関係） 

 

玉城町空家リフォーム事業補助金額の確定通知書  

 

                                           第     号 

                        年  月   日 

 

             様 

 

                 玉城町長         印 

 

 

  年  月  日付で交付の決定を通知した玉城町空家リフォーム事業補助

金の額を下記のとおり確定したので、玉城町空家リフォーム事業補助金交付要

綱第１０条の規定により通知します。  

 

記  

 

 １ 確定額     金          円 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１１条関係） 

 

玉城町空家リフォーム事業補助金請求書  

 

                        年  月   日 

 

 玉城町長          宛  

 

                 申請者  住 所 

                     氏 名          ○印 

 

 

  年  月  日付   第  号により補助金の確定通知のあった玉城町空

家リフォーム事業補助金について、玉城町空家リフォーム事業補助金交付要綱

第１１条の規定により下記のとおり請求します。  

 

記  

 

 

   請求金額     金             円也  

 

 なお、上記に係る請求金額は、下記口座へ振込ください。  

 

 

 

 

口座振込先  

 

・  金融機関名称：                       

・  支店名    ：                      

・  口座種別   ： 普通・当座 （いずれかに○）        

・  口座番号   ：                      

・  口座名義漢字：                       

・ 口座名義カナ：                       

 


